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「地方分権改革推進法」に関する緊急提言 
 

 平成５年来の地方分権改革は「未完の改革」にとどまっており、我々は新

たな推進法の必要性を主張してきた。そうした中、「地方分権改革推進法」に

ついては閣議決定されたが、今後、地方自治の充実に向けた、真の地方分権

改革を推進するため、国に対し、下記の事項の実現を強く求める。 
 

記 
 

１ 新たな地方分権改革に１日も早く着手するため、速やかに「地方分権改

革推進法」を制定すること。 
 
２ 地方分権改革推進委員会の委員の選任に当たっては、地方の代表者を含

めること。 
また、地方分権改革推進計画については、検討の段階から地方の参画の

もとに作成すること。 
 
３ 権限の移譲と同時に、国と地方の税制を抜本的に見直し、地方税財源の

充実確保を行うこと。その際、地方間の税源格差の是正を図ること。 
また、地方交付税については、地方固有の財源であることを明らかにす

るため、「地方共有税（仮称）」制度に改めること。 
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